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はじめに

日本の大学に対する印象に次のようなものがある。

「はじめて九州大学に来た時、博物館はどこにあるのか尋ねたことがある。韓国では大学校

(universi ty) と大学 (college)を区分する基準のひとつに博物館を持っているのかいないのか

ということがあって、そのような基準でいえば九州大学には当然博物館があるものと当時の私に

は思われた。そんなわけで博物館がないときいた時も、「九州大学校jでなくて「九州大学jな

のはそのせいか、とひとりで納得したことがあったJ(1)0 

これは韓国からの留学生の事例であるが、このように大学博物館の有無が、大学を見るときの

ひとつの判断材料になり得るということが理解できる。実際、韓国のみならず欧米でも大学に博

物館を付設するのは当然のものとされている。ところが日本では、平成 9年現在、大学数587に

対して大学博物館の数は74しかない(九日本ではじめて全国規模による博物館調査をした昭和 7

年には、大学数45に対して大学博物館に類するものは、 14であったヘこのことからみて、大学

博物館はほとんど増加せず来たと言っても過言ではないだろう。ところが、ここ数年、大学博物

館設立の動きが高まりつつある。これは平成 8年に学術審議会学術部会において、「ユニバーシ

ティ・ミュージアムの設置についてJが取りまとめられたことによる(九ではなぜ、今自になっ

て急に大学博物館が注呂されることになったのか。逆に言えば、なぜ日本では大学博物館を重要

施設として認識されて来なかったのか。このような開題が浮かび上がつてくる (ω5ω)

そこでで、本稿でで、は、この開題を大学改革という角度から検討してみる。それはこの平成8年報告

と連動して東京大学の総合研究資料館の博物館への改組が進められたことが示すように、大学博

物館が平成以後の大学改革の流れの中で着想されたことが明らかだからである。本稿の検討から

は次のような問題に逼ることができるのではないか。第一に、かつて重要施設として認識されな

かった理由と現在構想されている大学博物館の目的・機能について。この問題は一章に当たる

「大学改革と大学博物館jで検討する。第二に今後、発展が期待される機能について。これは続

く「新しい大学博物館にむけてjのなかで触れていく。この作業を通して大学に博物館を設置す

る意義を考えてみたい。

なお、本論巧は国立大学における大学博物館問題を中心に議論しているが、このことは同時に、

私立大学を含めた日本の大学博物館の今後の可能性の一端を示すものでもある。
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大学改革と大学博物館

大学改革からの博物館構懇

「はじめに」で述べたように、大学博物館について活発に議論されるようになったのは、平成

8年 1月に学術審議会学術部会において「ユニバーシティ・ミュージアムの設置についてJが取

りまとめられた以蜂のことである。そしてこの報告は、東京大学改革(総合研究資料館の博物館

改組)と一連のものとして推進されたのであったへそこで、大学博物館について大学改革の立

場から触れておきたし'0

今日の大学改革が平成 3年の大学審議会答申「大学教育の改善についてjから高まったことは

周知のとおりである。では、このときの答申に大学博物館に関する内容は含まれていたのだろう

か。答申は「大学設置基準の大綱化jを主要事項とした内容であるが、これに関係して、図書及

び国書館についての叙述はあるものの博物館に関する直接的な表現はない。但し、図書及び図書

館の項目で図書以外の資料についての記述があり、見方によっては博物舘的な施設の設霞を視野

に入れていたと言えなくもない。たとえば、 f大学において教育研究上手Ij活用される資料は、図

書雑誌等のいわゆる印刷資料のほかにも、視聴覚資料、マイクロ資料、磁気テープ等多様jであ

ると示したり、「図書館の機能を強化するためには、司書のほか、コンピューターによる情報処

理、データーベース・サーピス、古文献・専門分野別文献処理等を担当する専門職員」の必要性

などを述べている。このことは大学教育に関する資料群を従来よりかなり多様なものとして捉え

るようになってきたと言えるだろう。しかしながらここでは、あくまで図書館の充実という意図

で述べるにとどまる。それでは、大学改革の中に博物館の設置構想はなかったのだろうか。そこ

で、現在の大学改革を方向づけた臨時教育審議会まで、遡って見ていくことにしよう。

大学博物館に関する内容は、臨教審の第二次答申から現れてくる。この答申では 121世紀に

向けての改革」を中心に審議され、「高等教育の改革と学術研究の振興Jという項目の中で、学

術情報に関連させて述べられている。そこでは、学術情報システムの整備が学術振興の上で重要

課題であると指摘し、このため国内的、国際的な情報交換体制を整えると同時に、大学内の施設

の改善を訴えている。すなわち、「キャンパス内ネットワークの整備、図書館、博物館、資料セ

ンタ一等の充実、改善もまた重要である」との認識を示したことにより、大学における博物館と

いうものがはじめてでてきた。言い換えれば、学術情報システムの大学内施設として、大学博物

館の設量が考えられるようになったのである。続く第三次答申では、生涯教育、国際化をキーワ

ードとして「高等教育機関の組織・運営の改革Jのなかで「大学諸施設の市民への開放jを述べ

ている。ここでは直接的に博物館という言葉は出てこないが、生涯学留を支える施設として博物，

舘的施設の開放を要請している。この様に臨教審当時から大学博物館に関する施設の必要性が意

識され始めていた。ところが、先に見た大学審答申の段階では大学博物館の設置について具体化

されることはなかったのである。それは、大学審議会の答申が設置基準等の大縮化へと進み、施

設の新設へ向かわなかったことにも拠るであろう。それ以上に講座制に基づく研究室単位の学術

研究に変化がなかったことが大きい。しかし、その後の教養部解体、新学部設置などにみられた
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新しい学問体系の構築が、「知Jの発信機関として大学博物館を再び今日浮上させてきたのであ

る。

ここで、これまで臨教審と大学審の改革テーマとなった問題を整理してみると、次の間点にま

とめられる。すなわち、第一に自己評価・自己点検。第二には学術情報の公開、利用について O

第三に生涯学習のための関かれた大学。第四に教育研究施設の充実である。これを見ると、実は

こうした大学改革の重要テーマは、向時に大学博物館に求められる機能となりうるのではないか。

すなわち、博物館展示によって学術研究の成果が常に公開にさらされ、自己点検につながる。ま

た、博物館が大学と社会の窓口となって、生涯学習を助け、学術情報を公開することになる。そ

してこのような施設の整備は大学教育の充実につながることになる。ということは、大学博物館

が大学改革にまさしく合致する施設と言えるのではないか。この大学改革の流れの中で、学術の

新しい施設として、今日、漸く浮上してきたと考えられるのである。

学術博報と大学博物館

今回の「ユニバーシティ・ミュージアムの設置についてjが学術審議会から報告されたことが

示すように、大学博物館に求められる機能のうち、学術情報に関する問題関心がもっとも高いも

のであることは理解できる。実は学術情報をいかにするかという問題は、文部省が早くから取り

組んできた政策の一つでもあり、すでに学術情報システムの整備という政策の一環から学術情報

センターを設置している。この構想、は、昭和48年の「学術振興に関する当面の基本的施策につい

て一学術審議会第 3次答申-Jと「今後における学術情報システムの在り方についてJ(学術審

議会、昭和55年答申)に基づいて生まれたものである。ここでは、前者において学術情報の流通

体制の改善の必要を訴え、後者でそのためのシステムづくりを提言した。

ところで、このように学術審議会では、学術情報の公開利用について長く審議しているが、こ

れら答申の基となった調査がある。それは、文部省大学学術局情報図書館課が、全面国立大学教

官に行った学術i育報の流通利用に関する実態調査である (η。この調査は、人文社会科学系と自然

科学系に対して二回に分けて行われており、それぞれ昭和46年 3月調査(人文・社会科学系)と

昭和47年 3月調査(自然科学系)が実施されている。ここでその結果について少し見てみること

としよう。

人文社会科学系の調査項自に「学術情報業務に関する機関についてJというのがある。ここで

言う機関は、図書館、文献センタ一、資料センタ一、データセンターなどであり、まだ学術情報

システムの中心となる機関整備(学術情報センター)については考えられていない。一方、この

調査項目の具体的な質問に「文献センターまたは資料センターについてjの機関の必要性につい

て問うものがある。それは、大学研究者に対して所属専門分野におけるこのような機関が必要で

あるかというものであった。回答は全体の91%が必要と答え、専門領域別にみても各分野とも

80%以上のものが必要であると答えている。このように専門分野に関するセン夕一の必要性が認

i識哉される芳形5となつた{ω8剖)

文部省の学術情報システム整備に関する政策でで、は、昭和61年に学術情報センターが生まれ、情
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報データの中心機関として機能しているが、これとは別に、先の回答に答える形で、専門分野ご

との中心機関の設置も促された。それはこの文部省調査の時期と一致するものであった。たとえ

ば昭和49年には、万国博覧会跡地に国立大学共同利用機関として、民族学の中心機関の役割を持

った国立民族学博物館が生まれた。また、昭和56年には、同じく国立大学共同利用機関として国

立歴史民俗博物館が生まれている。このように歴史学や民族学で情報センターとしての博物館が

生まれたことは、他の分野にも影響を与えることとなった。特に美術史学会は、民博の動きに触

発され、昭和48年から文化庁に対して国立博物館の資料公開と利用に関する要望を提出し、美術

史に関する'情報センターの設置を求めている。これは昭和57年に東京国立博物館に東洋美術史の

センターとして資料館が生まれることで結実した。また仏教美術に関するものとして、奈良国立

博物館に仏教美術センターが生まれている。このように国立の博物館が学術情報の公開利用に関

するセンターとしての機能を持つに至ったω。

ところが、近年のコンピューターの発達はこのような構想自体を一変した。すなわち、インタ

ーネットにより、情報の交換が容易になったため、博物館などに中心となる専門機関を設琶する

より、個別の機関の情報をインターネットで繋ぐ方向に変化したのである。中心機関が膨大な量

の専門分野に関するデータベースをまとめるより、各機関がそれぞれ所蔵している資料に関して

のデータを発信し互いにネット上で共有する電子図書館、電子博物館と呼ばれるものに変化した

のである。文献情報に関してはすでに図書館を通じて全国の大学は結ばれつつある。一方、文献

以外の学術情報についても、全国の博物館が徐々にではあるがホームページと共に、所蔵資料の

情報をネット上に公開し始めている。この様な時代の流れから、大学だけが外に在るわけにはい

かないだろう。大学が所蔵する資料群に関しでも公開していく方法はとられていかなくてはなら

ない。その為の施設として、大学博物館は重要な役割を担うことになるだろう。

2 新しい大学博物館に向けて

大学博物館の資料と文書館機能の確保

前節で見たとおり、今日の大学博物館構想、は、学術情報の公開利用にある点は間違いない。大

学には長い伝統に伴った豊富な学術資料が蓄積されており、これを広く一般社会に向けて'清報発

信することは、学術文化の発展に寄与することになろう。ところで「ユニバーシティ・ミュージ

アムの設置について(中間報告)Jでは、これらの資料は「学術標本jという用語で示されてい

る。この「学術標本Jという用語は、大学が持つ資料群の何を指しているのだろうか。

この報告の中で、学術標本とは、「自然史関係の標本や古文書・古美術作品等の文化財に限定

されるものではなく、学術研究により収集・生成された「学術研究と高等教育に資する資源JJ

のうち、「学術研究用の生物、不動産や構築物等の大型の資源、既に図書館・文献センタ一等で

保存・活用されている文献等を除いた有形の一次資料Jであると述べている。そして「大学にお

ける学術標本の現状Jという項Eでは、学術標本に関する分類を、動物関係、植物関係、古生物

関係、岩石・鉱物関係、芸術関係、考古学関係、文化人類学関係、科学技術史関係、その他、の
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10に区分している。一方、博物館法では、博物館資料を「実物、標本、模写、模型、文献、図表、

写真、フィルム、レコード等jというように、より広く資料を捉えている。つまりこの報告では

資料をかなり限定的に捉え、特に学術標本分類では、歴史学やその他の人文・社会科学関係は除

外されてしまっている。ではなぜこの様な分類になってしまったのだろうか。

すでに述べたように、今回の学術審議会の報告は、東京大学の改革(総合研究資料館の博物館

への改組)と連動して出されたものであった。このため東京大学の特殊性が色濃く反映されてし

まうことになった。「学術資料Jとせず「学術標本Jと呼ぶことや、学術標本の分類も東大総合

資料館のものであり、「既に図書館・文献センタ一等で保存・活用されている文献等Jを除外す

るのも、東大には史料編纂所や東洋文化研究所や新開資料センタ一等関連施設が存在するためで

ある。「ユニバーシティ・ミュージアムの設置についてjはすでに文部省の政策に組み入れられ

たのであるから、東大分類に縛られることなく、各大学の独自性が出せるようにしなければなら

ないだろう。そもそも全国の大学は、その規模、伝統、専門分野について多様な形態を示してお

り、東大の資料や施設を前提として論じることはできない (J九また、特にこの報告で落ちた人

文・社会科学関係に関しでも、博物館と図書館は機能が異なるものであるという認識にたって充

実させることは当然であろう。

ところで、博物館の収集・保存資料はこのほか何が考えられるのであろうか。東大分類に拠っ

た報告で除外されてしまった歴史系の資料など、たとえば一括した古文書類は図書館ではなく博

物館資料となるべきものであり、大学によっては研究室から移管できれば充実した捧物館となる

だろう。また、野外施設も重要な資料である。例えば、筑波大学の駒場校地(東京都目黒区)に

あるケルネル田園は近代農学史資料として貴重なものである。また、大学建築物自身が、近代建

築史の資料として重要なことは言を待たない。すでに文化庁では、平成 8年に文化財保護法の一

部改正が行われ、近代建築物の文化財としての重要性を警鐘し、その保護に対する支援措置を講

じ始めている。しかしながら、多くの近代建築物はこの数年間で建て替えられており、大学建築

に限っても東京都が重要性を指摘していた明治大学記念館や一橋大学!日講堂が失われてしまっ

た。このような文化財保護の観点から、大学博物館は学内の建造物に対する資料的評価と保護広

報活動も担わされていると言えるだろう (li)0

このほか、考えられる資料のうち、特に重要なのが大学における公文書類ではないだろうか。

大学はその運営にあたって膨大な文書を生み出してきた。これらは事務部局で保管または廃棄さ

れて今日まで来ている。ところが大学を自己評価・自己点検するにあたって、今までの運営を見

直すことは極めて重要な作業といえよう。各大学においてこの様な作業は記念的事業として大学

史の編纂という形で行われてきている。このとき大学文書が保管されずにいると自己評価・自己

点検としての大学史編纂に支障を来すことになる。そこで大学には文書を保管する施設が必要と

なろう。ところでこの様な文書を保管する施設は、文書館(アーカイブ)と呼ばれるもので、欧

米では、国、自治体のみならず大学にも古くから設置されてきた。またその職員はアーキピスト

という専門職として確立されている。ところが日本では1970年代に入ってようやく国立公文書館

が生まれ、自治体公文書ー舘が意Ijられ始めたという具合で、大学においてはほとんど設置されずに
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いる (1九東京大学や九州大学など一部の大学に大学史編纂の11寺生まれた史料室があるくらいであ

る。しかし、大学改革の中で自己評価-自己点検が重要視される今、文書館機能を持った施設を

早急に創る必要があるだろう。ではこの施設をどこに創ればよいのか。独立した施設も考えられ

なくもないが、こうした大学資料館こそ、大学博物館の一部門として設置するのが妥当ではない

だろうか。すでに述べたように、大学資料の一部をなす文書類は、大学史編纂と大きく関連する。

ところが大学史編纂で集められる資料は、文書類のみならず大学のかつての備品から学生の証書

類、写真、ノートに至まであらゆる資料が集められる。これらは大学史資料として一括保管した

ほうが機能的である。また、これらを展示することによって大学の発展が容易に理解できる。そ

こに大学博物館に大学史部門を設置する意義がある。すでに一部大学では、大学博物館内で大学

史展示を行っている。東京農工大学では、工学部附寓繊維博物館で大学史に関するノfネル展示を

行っており、早稲田大学では会津八一記念博物館内に大学史に関するコーナーを設けている。ま

た、東京女子医科大学には古関弥生記念室という東京都に登録された博物館相当施設がある。こ

こは大学の60年史を編纂するときに集められた資料を展示する施設で大学史料室が運営する。こ

のような施設はほかに昭和大学などにもある。以上のように大学文書を中心とした大学関係資料

を大学博物館で収集・保管・展示することは今後増加していくのではないだろうか。

大学内における博物館の位置と職員

前節までは、大学博物館を大学外との関係で、その資料や機能について考えてきた。ここでは

角度をかえて、大学博物館を大学内でどのような施設として位霞づければ良いかということにつ

いて考えてみよう。現行の国立学校設霊法施行規則には、第一章第三節で国立大学的属の施設に

ついての叙述がある。ところがここでは、附置研究所、附罵図書館、附属病院等は項目として取

り上げられているが、博物館という名称は一言も出てこない。このことが、冒頭の韓国留学生の

驚きとなったことだといえるだろう。では、現存する大学博物館はいかなる施設なのか。東京大

学総合研究資料博物館は、同規則第20条の三で述べられている「学内共同教育研究施設jという

位置づけである。すなわち、学内で「共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研

究のため共用する施設jということである。一方、東京農工大学工学部附属繊維博物館は、同規

員Ij第20条の「学部前属の教育研究施設jということになる。両者の違いは学部単位の施設か全学

的な施設かにある。国立大学のi綜属博物館はこの二通りである。では、新しく大学に博物館を設

置する場合、いかなる施設とするのがよいのだろうか。韓国人留学生に驚かれないためには、規

則を改正し、博物館を図書館と間格の必置とするのがよいが、大学ごとに所蔵する資料の種類や

量が異なる現状において必置するまでには時間がかかる。現行では「学内共同教育研究施設jと

いう形が妥当であろう。すでに見てきたように大学博物館の機能には、学部の垣根を越えた部分

が存在する。学芸員養成課程を考えて見れは、全学部から学生が博物館実習にやってくることに

なる。一例ではあるがこの様な部分が非常に多い。また、前項で述べた大学の文書類の収集を考

えるとき学内共同教育研究施設の意義が重要となってくる。大学の文書を収集するということは、

事務部局で不要になった文書をのみもらい受けるのではない。現用と呼ばれる、日々生産され利
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用されている文書も収集の対象となる。もちろん内容によっては公開には適さないものも含まれ

るだろうが、大学文書を散逸から守るためには、収集は欠かさず行わなければならない。このた

めには事務部局の協力は欠かせなし 1。条文にある「当該大学における教員その他の者が共同Jし

てし 1く施設であることは、信頼を得る上でも重要である。

なお、私立大学を見た場合、学部附属という位置は少なく、多くは大学附属という形を採って

いる。このことも今後の大学博物館設置の方向を示していると言えるであろう。

次に大学博物館の職員について考えてみよう。第一に、職員はいかなる職種・職階に位置づけ

られるのであろうか。

「ユニバーシティ・ミュージアムの設置についてJでは、職員についてごく簡単に記述がなさ

れている。それによれば、学術標本に関する研究者と学術標本の整理・保存・管理・公開に関す

る業務に携わる専従の職員の二つの職種を大学博物館の職員として想定している。これは現行の

国立大学職員で考えれば前者は教員、後者を技術職員又は教務職員を充てることになるだろう。

ところが博物館法に述べられている博物館の中心職員は学芸員という資格に基づいた専門職員で

あり、果たして技術職員や教務職員でよいのだろうか。大学博物館に生涯学習のための機能を持

たせるのであれば博物館法による相当施設として登録する必要が出てくる。このときの登録審査

の要件には「学芸員に相当する職員がいること」が求められている。つまり技街職員や教務職員

が学芸員相当職員となるか否かという問題がでてくる。結論から言えば、学芸員資格保持者でな

ければ否となるであろう。国立学校設置法施行規則によれば、「技術職員は、技術に関する職務J

また「教務職員は、教授研究の補助その他教務に関する職務Jと規定されている。学芸員は「博

物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項J

(博物館法第四条 4)を職務としており、調査研究の落ちた技術職員、教務職員は無理といえよ

う。今自の公務員には総務庁人事局の f公務員制度改革への提言』でも述べられているように専

門性が求められており、この観点からすれば学芸員職員の独立配置は重要課題となる(ヘしかし

ながら、一方で公務員の削減という課題からすれば、新たな人員を大学に配置することはかなり

難しい。そこで教員以外の職員をいかにするかが問題となる。

ここでなぜ教員が学芸員相当となるのかという点から整理してみる。学芸員の資格習得には、

大学において関連する単位を習得する方法(学芸員養成課程)と、資格認定に拠る方法(文部省

認定)との二種類がある。資格認定は更に二通りに分かれ、大学で習得すべき単位に関する試験

による試験認定と業績審査による無試験認定がある (li)O ここで学芸員資格を有しない教員を学芸

員相当とする根拠は無試験認定の受験資格保持者と判断することからである。無試験認定の方法

は「博物館に関する学識及び業績j審査によるのであるが、博物館資料の研究業績(すなわち専

門分野の業績)をクリアできると仮定して、後は受験資格をクリアできれば問題はなし E。そして

その資格は「修士又は博士の学位を有する者Jであり当然、クリアできる。拠って教員は問題ない。

では他の職員はどうするのか。

東京農工大学的属繊維博物館の場合、助教授一名、助手一名とあとは事務職員で構成されてい

る。事務職員は施設運営上の職員であるから除外すれば、実質教員のみの構成である。これは、
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教育研究機関ということを考えれは当然である。ところが学内共同教育研究施設として幅広い部

門を持った博物館を想定したとき、全ての分野への教員配置は人員数からいって不可能となる。

そこでどうしても教員以外の専門性のある職員が必要となる。一部の私立大学では、学芸員の資

格保有者を事務職員として採用している。たとえば、明治大学考古学博物館の場合、学芸員 2名、

属託2名で構成されている。また、東京農業大学農業資料舘では、学芸員 2名体制である (15)。と

ころが、国立大学では、事務系職員はたとえ学芸員資格保有者であっても、定期的な配置転換の

ため継続勤務は現状では得ることはできない。したがって、学芸員相当の資搭を持った人材をど

う確保するかということが問題となる。そこで考えられるのは、大学博物館にポストドクターの

ためのブエローシップを確保することである。もちろん、大学博物館に、専門分野ごとの教員を

配置することが可能であればそれに越したことはない。しかしながら全ての分野に正規教員を配

置できないとなれば、ポストドクターを人員配置するのが最も適切であろう。しかも、ポストド

クターであれば資格的には教員と差はない。また、「ポストドクタ一等一万人支援計画Jといい

ながら、実際は特定分野にしかフエローシップがない現状では、幅広い分野を持った大学博物館

はポストドクターには魅力的な教育研究施設となるであろう(附。この様に実は、大学博物館はポ

ストドクターなどの若手研究者に対する研究支援する場として活用できる。以上、大学博物館は、

さまざまな重要な意義を持った機関として発展する可能性を秘めているのである。

おわりに

大学博物館の設置は、今日の大学改革の流れの中に位置づけられるものであった。それは、大

学研究室が死蔵している学術資料を公開し、学外研究者に利用活用してもらうことを意図してい

る。このことは、学術研究分野のみならず、生涯学習のために大学施設を開放することとも関係

してくる。今日のような高学歴化した社会では、生涯学習として求められる知的内容も啓蒙的な

ものだけではなく、学術研究に匹敵するものへの要求も高まってきている。このことは、公私立

の博物館とは異なった内容を持った大学博物館の設置が期待される理由でもある。大学の学術研

究と生涯学習を繋ぐ窓口として大学博物館の活動範囲は大きなものとなっていくであろう。

一方、大学博物館を学内共同利用機関として大学教育を支える施設として見たとき、講義中心

の大学教育から実物教育を加えた多様なものへと変化する可能性を持った施設と言えよう。特に

展示された資料に関しては、開館時間であればいつでも学習することが可能であり、講義時間に

も縛られることはない。また、博物館学の実習の場として、学芸員養成課程にも活用できる。こ

のことは同時に学芸員の再教育の場にもなりうる。学芸員やノト中高校の教員は、常に新しい学術

情報を吸収する必要があるにも関わらず、そのための施設や機会に恵まれていない。このような

職業従事者に対して情報提供を行う施設としての博物館の整備も今後課題となってくるだろう。

以上のように多くの機能を持ち合わせた大学博物館は、本文中で指摘したポストドクターのた

めのフエローシップとして研究者の養成とポストの確保に貢献することによって、大学の可能性

をさらに高めていくことになるだろう。
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(16)政府の「ポストドクタ一等一万人計画」は科学技術庁、文部省、通産省の協力体制で行わ
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れているように、科学技術、基礎科学及び産業開発に関連する分野を中心とした若手研究

員制度である。
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The Establishment of出eUniversi匂TMusium and its Meaning 

Hideto YOS日お住成A

百1etheme of出isarticle is the establishment of the University Musium and its possibilities. 

百1ediscussion about the establishment of出eUniversity Musium began with the report of出escholarly 

council in 1995. We can see出ereport as one of the reforms in national universities because it synchronized 

with the nぅformsin University of Tokyo. 

百1erefore，we can give the main themes of the reforms in university in Minis句 ofEducation as follows一

(1) Self-study， Self-evaluation in each university 

(2) Scholarly information 

(3) Lifelong leaming 

(4) Fullness of education and 詑 searchfacilities 

Especially， sholarly information is the important policy of Minis町 ofEducation and出ebase of scholarly 

information have been prepared mainly in national musiums. 

Besides， in this article， 1 criticize the report of the scholarly council in 1995出atis under the strong 

inf1uence of the reforms in University of Tokyo， and show following points as possibilities of the 

establishment of the new University Musium; 

(1) Adding archives to出eUniversity Musium as one dep訂出1entof it 

(2) Guaranteeing each university musium as出efacility in common use and as出eindependent institution 

(3) Maintaining of specialist staff and the fellowship for PD，出eyoung researcher tinishing出ecourse for 

doctor's degr田

1n consequence of adding functions above， the University Musium must work not only as出econcre也

shape of出ereforms in universities but also as educational and research facilities showing new possibilities. 
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